富山県中小企業脱炭素社会推進資金環境施設整備枠融資要綱

　（目的）
第１条　この要綱は、中小企業者に対し、その活動に係る環境への負荷の低減のため　の施設その他の環境の保全及び創造に資する施設の整備等に要する資金（以下「資　金」という。）を融資することにより環境の保全及び創造を推進し、もって県民の　健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
　（融資対象者）
第２条　この要綱の定めるところにより、融資を受けることができる者は、県内に工　場又は事業場を有する中小企業者（中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第２条第１項各号に掲げるものをいう。）であって、県税を滞納していないものとする。
（融資対象資金及び融資条件）

第３条　この要綱による融資の対象となる資金の区分及び融資の条件は、別表第１のとおりとする。

　（利用手続）

第４条　この要綱による融資を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、融　資を実施する金融機関（以下「取扱機関」という。）に資金の借入申込をするとと　もに、富山県中小企業脱炭素社会推進資金環境施設整備枠利用申請書（様式第１号）を取扱機関を経由して知事に提出するものとする。

２　申請者は、前項の規定により知事に利用申請書を提出するときは、別表第２の左欄に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類その他知事が必要と認める書類を添付するものとする。

３　取扱機関は、この要綱による融資を行おうとするときは、富山県中小企業脱炭素社会推進資金環境施設整備枠融資協議書（様式第２号）により、知事に協議するものとする。

（融資の決定）

第５条　知事は、前条第１項の利用申請及び同条第３項の協議があった場合は、融資の適否を決定し、その旨を申請者及び取扱機関に通知するものとする。

　（施設整備等の着手）

第６条　申請者は、前条の決定の通知を受理した後に、施設整備等に着手するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

（整備の完了報告等）

第７条　融資の決定を受けた申請者は、その融資に係る設備の整備等を完了したときは、環境施設整備等完了届（様式第３号）を知事に提出するものとする。

２　知事は、前項の完了届を受理したときは、その日から２週間以内に現地検査を行うものとする。ただし、悪天候等やむを得ない場合は、この限りでない。

（資金措置等）

第８条　県は、資金を予算の範囲内で取扱機関に預け入れるものとする。

２　前項の預入期間は、毎年４月１日から翌年の３月31日までの範囲内とし、その利率は、知事が別に定める。

３　取扱機関は、第１項の規定により預入れを受けた資金の２倍に相当する額以上の融資を行うものとする。

４　取扱機関は、この要綱による融資の実施にあたっては、申請者に対し歩積及び両建預金を求めないものとする。

（融資状況報告）

第９条　取扱機関は、資金の毎月ごとの融資状況を富山県中小企業脱炭素社会推進資金環境施設整備枠融資状況報告書（様式第４号）により翌月の10日までに知事に提出するものとする。

（融資資金の返済）

第10条　知事は、融資を受けた申請者が融資を受けた資金を融資の目的以外の目的に使用していると認めた場合は、取扱機関に対し、融資した資金の全部又は一部の返済を求めることを指示することができる。

（調査等）

第11条　知事は、この制度の運営について必要があると認めるときは、申請者若しくは取扱機関から報告を求め、又は調査を行うことができる。

附　則

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成18年６月５日から施行する。

附　則

この要綱は、平成19年８月27日から施行する。

附　則

　この要綱は、平成20年１月28日から施行する。

附　則

　この要綱は、平成21年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成27年10月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成28年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成29年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
（施行期日）

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（経過措置）
　この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の富山県中小企業脱炭素社会推
進資金環境施設整備枠融資要綱の規定により貸し付けられている資金に係る融資利率については、なお従前の例による。
